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一
六
歳
の
被
害
者
に
対
し
、
事
実
上
の
養
父
が
自
己
の
立
場
を
利
用
し
て
性
交
し
た
事
案
に
つ

い
て
、
監
護
者
性
交
等
罪
に
児
童
福
祉
法
違
反
が
吸
収
さ
れ
法
条
競
合
と
な
る
と
し
た
事
例

札
幌
地
裁
小
樽
支
部
平
成
二
九
年
一
二
月
一
三
日
判
決

（
事
件
番
号
不
明
：
監
護
者
性
交
等
、
児
童
福
祉
法
違
反
被
告
事
件
）

（
判
例
集
未
登
載
）

神

元

隆

賢

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
平
成
二
一
年
頃
か
ら
、
内
縁
の
妻
（
以
下
「
被
害
者
の

母
親
」）
及
び
そ
の
娘
（
当
時
小
学
二
年
生
、
以
下
「
被
害
者
」）
ら
の

居
宅
に
同
居
し
、
被
害
者
ら
の
生
活
費
を
相
当
程
度
負
担
し
、
被
害
者

の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
、
被
害
者
の
母
親
に
代
わ
っ
て
被
害
者
の
話

を
聞
く
な
ど
し
て
被
害
者
を
精
神
的
に
支
え
、
時
に
は
被
害
者
に
対
し

て
生
活
上
の
指
導
を
す
る
な
ど
し
て
、
事
実
上
の
養
父
と
し
て
被
害
者

を
現
に
監
護
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
六
年
頃
か
ら
被
害
者
に
対
し

性
的
虐
待
を
繰
り
返
し
た
末
、平
成
二
九
年
七
月
一
七
日
午
後
九
時
頃
、

上
記
居
宅
に
お
い
て
、
被
害
者
（
当
時
一
六
歳
）
を
現
に
看
護
す
る
者

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
力
が
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
被
害
者
と
性
交
等

を
し
（
以
下
「
第
一
行
為
」）、
同
月
二
〇
日
午
前
五
時
頃
に
も
同
様
に

性
交
等
を
し
た
（
以
下
「
第
二
行
為
」）。
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以
上
の
事
案
に
つ
き
、
検
察
官
は
、
第
一
行
為
及
び
第
二
行
為
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
監
護
者
性
交
等
罪
及
び
児
童
福
祉
法
第
三
四
条
第
一
項

六
号
違
反
（
以
下
「
児
童
福
祉
法
違
反
」）
が
成
立
し
、
両
罪
は
観
念
的

競
合
と
な
る
が
、
第
一
行
為
に
よ
る
罪
と
第
二
行
為
に
よ
る
罪
は
か
す

が
い
現
象
が
発
生
せ
ず
併
合
罪
と
な
る
と
主
張
し
、
懲
役
一
〇
年
を
求

刑
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
弁
護
人
は
、
被
告
人
自
身
が
淫
行
の
相
手
方

で
あ
る
こ
と
、本
件
各
性
交
に
つ
い
て
被
害
者
の
暗
黙
の
同
意
が
あ
り
、

被
告
人
は
被
害
者
と
の
結
婚
を
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
第
一
行
為
及

び
第
二
行
為
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
児
童
福
祉
法
違
反
は
成
立
せ
ず
、
二

個
の
監
護
者
性
交
等
罪
は
包
括
一
罪
と
な
る
と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

有
罪
（
懲
役
七
年
）。

児
童
福
祉
法
違
反
の
成
否
に
つ
い
て
は
、「
児
童
福
祉
法
三
四
条
一

項
六
号
に
い
う
『
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
』
は
、
児
童
の
心
身
の
健
全
な

育
成
を
は
か
る
と
い
う
児
童
福
祉
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
児
童
に
対
し

て
事
実
上
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
、
児
童
の
心
身
の
健
全
な
育
成
を
阻

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
性
交
等
を
な
す
こ
と
を
助
長
し

促
進
す
る
行
為
を
い
い
、
そ
の
性
交
等
の
相
手
方
が
第
三
者
で
あ
る
場

合
の
み
な
ら
ず
行
為
者
自
身
で
あ
る
場
合
も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る

（
最
高
裁
昭
和
四
〇
年
四
月
三
〇
日
第
二
小
法
廷
決
定
裁
判
集
刑
事
一

五
五
号
五
九
五
頁
、
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
日
第
三
小
法
廷
決
定
刑
集

五
二
巻
八
号
五
〇
五
頁
、
平
成
二
八
年
六
月
二
一
日
第
一
小
法
廷
決
定

刑
集
七
〇
巻
五
号
三
六
九
頁
参
照
）。
そ
う
す
る
と
、
前
期
認
定
の
被

告
人
の
行
為
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
違
反
が
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。」
と
し
た
。

監
護
者
性
交
等
罪
と
児
童
福
祉
法
違
反
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
監
護
者
性
交
等
罪
は
、
一
般
に
一
八
歳
未
満
の
者
は
、
精
神
的
に
未
熟

で
あ
る
上
、
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
監
護
者
に
精
神
的
・
経
済
的
に
依

存
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
監
護
者
が
そ
の
よ
う
な
関
係
に
よ
る
影
響
力
に

乗
じ
て
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
性
交
等
を
し
た
場
合
、
暴
行
・
脅
迫

が
用
い
ら
れ
ず
抗
拒
不
能
等
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
も
強
制
性
交
等
罪

と
同
等
の
悪
質
性
・
当
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
同
罪
の
立
法
経
緯
、
趣
旨
及
び
構

成
要
件
に
照
ら
せ
ば
、
監
護
者
性
交
等
罪
は
、
個
別
の
性
交
等
に
つ
い

て
の
被
害
者
の
性
的
自
由
な
い
し
性
的
自
己
決
定
権
を
保
護
法
益
と
す

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
併
せ
て
、
被
害
者
の
心
身
の
健
全
な
育
成
を
も

保
護
法
益
と
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
監
護
者

性
交
等
罪
の
構
成
要
件
は
、
主
体
、
客
体
、
行
為
態
様
の
い
ず
れ
に
つ

い
て
も
、
児
童
福
祉
法
違
反
の
構
成
要
件
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
そ
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う
す
る
と
、
あ
る
行
為
が
監
護
者
性
交
等
罪
と
児
童
福
祉
法
違
反
の
そ

れ
ぞ
れ
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
は
、
法
定
刑
の
思
い
監
護
者

性
交
等
罪
に
よ
っ
て
評
価
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
法

違
反
は
監
護
者
性
交
等
罪
に
吸
収
さ
れ
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
み
が
成

立
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
法
条
競
合
）。」
と
し
た
。

第
一
行
為
に
よ
る
罪
と
第
二
行
為
に
よ
る
罪
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て

は
、「
監
護
者
性
交
等
罪
の
保
護
法
益
の
一
つ
で
あ
る
、
個
別
の
性
交
等

に
つ
い
て
の
性
的
自
由
な
い
し
性
的
自
己
決
定
権
は
、
そ
の
性
質
上
、

性
交
等
の
回
数
に
応
じ
て
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
重

要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
複
数
回
の
侵
害
を
包
括
評
価
す
る
こ
と
に
な
じ
ま

な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
構
成
要
件
を
充
足

す
る
複
数
回
の
性
交
等
は
、
同
一
の
被
害
者
に
対
し
て
、
同
一
の
監
護

関
係
の
下
、
被
告
人
の
継
続
的
な
単
一
の
犯
意
に
基
づ
き
実
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
性
交
等
が
時
間
的
に
近
接
し
て
お
り
、
複
数

回
と
の
評
価
が
形
式
的
に
過
ぎ
る
な
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
、
一
体
と

し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
性
交
等
の
回
数
に
応
じ
た
数
罪
の

監
護
者
性
交
等
罪
を
構
成
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て

は
、
第
一
行
為
終
了
後
、
被
告
人
及
び
被
害
者
は
そ
れ
ぞ
れ
通
勤
、
通

学
を
す
る
な
ど
し
、
二
日
半
後
に
は
被
告
人
は
犯
意
を
生
じ
て
第
二
行

為
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
行
為
と
第
二
行
為
と
の
間
に

時
間
的
近
接
性
は
な
く
、
両
者
を
一
体
と
し
て
評
価
す
べ
き
事
情
は
認

め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
第
一
行
為
及
び
第
二
行
為
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
監
護
者
性
交
等
罪
が
成
立
し
、
両
者
は
併
合
罪
と
な
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。」
と
し
た
。

量
刑
に
つ
い
て
は
、「
監
護
者
性
交
等
罪
の
う
ち
性
交
に
至
っ
た
事

案
に
つ
い
て
は
、
強
制
性
交
等
罪
及
び
準
強
制
性
交
等
罪
の
う
ち
性
交

に
至
っ
た
事
案（
法
改
正
前
で
い
え
ば
強
姦
罪
及
び
準
強
姦
罪
の
事
案
）

と
同
等
の
当
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
保
護
関
係
な
い
し
依
存

関
係
を
利
用
し
た
児
童
一
名
に
対
す
る
強
姦
な
い
し
準
強
姦
事
案
（
以

下
「
同
種
事
案
」
と
い
う
。
た
だ
し
、
考
慮
す
べ
き
前
科
が
な
い
事
案

に
限
る
。）
と
比
較
す
る
と
、
本
件
各
犯
行
は
事
実
上
の
養
父
に
よ
る
犯

行
で
あ
り
、
家
族
以
外
の
例
え
ば
学
校
の
教
員
や
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
者

な
ど
に
よ
る
犯
行
と
比
べ
て
、
密
接
で
強
力
な
保
護
関
係
な
い
し
依
存

関
係
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
…
…
本
件
各
犯
行
は
家
庭
内

で
生
じ
た
性
的
虐
待
事
案
の
中
で
も
悪
質
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

同
種
事
案
の
中
で
も
重
い
部
類
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
被
告

人
を
相
当
長
期
の
懲
役
刑
に
処
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
同

種
事
案
の
中
に
は
、
身
体
的
虐
待
を
伴
う
事
案
や
複
数
の
児
童
に
対
す

る
性
的
虐
待
の
事
案
な
ど
も
あ
る
。
ま
た
、
同
種
事
案
を
離
れ
て
、
広

く
性
犯
罪
事
案
（
法
改
正
前
で
い
え
ば
強
姦
罪
、
準
強
姦
罪
、
集
団
強
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姦
罪
、
強
姦
致
傷
罪
、
強
盗
強
姦
罪
等
）
と
比
較
し
た
場
合
、
本
件
は
、

考
慮
す
べ
き
前
科
の
な
い
被
告
人
が
、
被
害
者
一
名
を
暴
行
に
よ
ら
ず

し
て
姦
淫
し
、
傷
害
結
果
が
発
生
し
て
い
な
い
事
案
で
あ
る
か
ら
、
少

な
く
と
も
、
被
害
者
が
複
数
の
事
案
、
生
命
侵
害
な
い
し
重
大
な
傷
害

結
果
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
暴
行
が
加
え
ら
れ
た
事
案
、
軽
微
と
は
い

え
な
い
傷
害
結
果
が
発
生
し
て
い
る
事
案
及
び
被
告
人
に
考
慮
す
べ
き

前
科
の
あ
る
事
案
よ
り
も
軽
く
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
、
公
平
の
理
念
に

反
す
る
。
以
下
の
よ
う
な
比
較
に
よ
る
と
き
、
検
察
官
の
求
刑
（
懲
役

一
〇
年
）
は
、
刑
法
一
七
九
条
の
新
設
及
び
刑
法
一
七
七
条
の
法
定
刑

の
下
限
の
引
き
上
げ
の
趣
旨
、
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
の
結
果
の
重

大
性
や
将
来
へ
の
影
響
等
は
現
時
点
で
の
傷
害
結
果
の
有
無
で
は
測
り

切
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
も
、
重
き
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。」
と
し
た
。

【
評
釈
】

一

本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
監
護
者
性
交
等
罪
な
い
し
強
制
性
交
等
罪
と
、
児
童
福
祉

法
違
反
の
罪
数
関
係
を
、
観
念
的
競
合
、
法
条
競
合
あ
る
い
は
包
括
一

罪
の
い
ず
れ
と
解
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
が
争
わ
れ
た
判
例
は
乏
し
い
が
、
福
岡
地
久
留
米
支
判
平
成

二
九
年
一
月
二
四
日
（
判
例
集
未
登
載
）
は
、
被
告
人
が
内
縁
の
妻
の

娘
（
当
時
一
六
歳
）
を
脅
迫
し
て
口
淫
さ
せ
、
さ
ら
に
脅
迫
し
反
抗
を

抑
圧
し
て
姦
淫
す
る
な
ど
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
強
姦
罪
と
児
童
福
祉

法
違
反
の
成
立
を
認
め
、
両
罪
の
罪
数
関
係
を
観
念
的
競
合
と
し
た
。

観
念
的
競
合
は
、
一
個
の
行
為
で
数
個
の
結
果
を
生
じ
、
そ
れ
が
構

成
要
件
に
複
数
回
該
当
し
、
か
つ
社
会
的
事
象
と
し
て
も
重
な
り
合
い

が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
1
）で
、
刑
法
第
五
四
条
第
一
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
刑
を
科
す
う
え
で
一
罪
と
し
て
扱
わ
れ
、
数
罪
の
う
ち
最
も

重
い
罪
の
刑
に
よ
り
処
断
さ
れ
る
。
一
個
の
行
為
に
よ
る
包
括
一
罪
と

の
違
い
は
、
被
害
法
益
の
主
体
、
種
類
の
共
通
性
の
要
否
に
求
め
ら
れ
、

被
害
法
益
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
は
観
念
的
競
合
、
共
通
す
る
場
合
は

包
括
一
罪
が
選
択
さ
れ
る
。
そ
し
て
強
制
性
交
等
罪
（
強
姦
罪
）
と
児

童
福
祉
法
違
反
の
保
護
法
益
は
、
前
者
は
性
的
自
由
、
後
者
は
児
童
の

健
全
な
育
成
と
明
ら
か
に
異
な
る
う
え
、
強
制
性
交
等
罪
と
児
童
福
祉

法
違
反
を
同
時
に
実
行
す
る
こ
と
は
社
会
的
事
象
と
し
て
も
重
な
り
合

う
と
い
え
る
か
ら
、
両
罪
の
罪
数
関
係
を
観
念
的
競
合
と
解
す
る
余
地

は
十
分
に
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
は
「
児
童
福
祉
法
違
反
は
監
護
者
性
交
等
罪

に
吸
収
さ
れ
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
み
が
成
立
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
（
法
条
競
合
）」
と
し
た
。
両
罪
の
罪
数
関
係
が
、
吸
収
関
係
と
し
て
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の
法
条
競
合
と
な
る
と
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。

吸
収
関
係
（
吸
収
一
罪
）
と
は
、
一
個
の
行
為
が
複
数
の
構
成
要
件

に
該
当
す
る
が
、
軽
い
罪
の
法
益
侵
害
が
軽
微
で
あ
る
た
め
、
包
括
し

て
重
い
罪
の
一
罪
で
処
断
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
法
条
競
合
と

包
括
一
罪
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
は
学
説
上
の
争
い
が
あ
る
。

法
条
競
合
説
は
、
法
条
競
合
を
「
数
個
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
よ

う
な
外
観
を
呈
す
る
だ
け
で
、
実
は
そ
の
中
の
一
つ
が
充
足
さ
れ
る
だ

け
で
、
他
の
構
成
要
件
の
充
足
は
な
い
」
も
の
（
2
）、
あ
る
い
は
「
一
つ
の

構
成
要
件
の
適
用
が
他
の
適
用
を
排
除
す
る
ば
あ
い
で
あ
っ
て
、
結
局

一
つ
の
構
成
要
件
的
評
価
し
か
成
立
し
な
い
」
も
の
（
3
）と
定
義
し
た
う
え

で
、
一
方
の
構
成
要
件
が
他
方
を
吸
収
し
て
し
ま
う
吸
収
関
係
は
、
法

条
競
合
の
一
類
型
で
あ
る
と
す
る
（
4
）。
そ
し
て
本
判
決
も
ま
た
、
吸
収
関

係
を
「
法
条
競
合
」
と
明
言
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
近
年
有
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
包
括
一
罪
説
は
、
一
般

法
と
特
別
法
（
特
別
関
係
）、
基
本
法
と
補
充
法
（
補
充
関
係
）
は
法
条

競
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
他
の
構
成
要
件
の
充
足
が
あ

る
こ
と
が
否
定
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
も
う
一
つ
の
構
成
要
件
で
は
評

価
で
き
な
い
場
合
に
、
構
成
要
件
的
に
吸
収
す
る
と
い
う
の
は
無
理
が

あ
り
不
都
合
で
あ
る
と
し
て
、「
吸
収
関
係
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
あ
る

部
分
」
に
つ
い
て
は
包
括
一
罪
に
分
類
し
て
法
条
競
合
と
区
別
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
包
括
一
罪
と
し
て
の
吸
収
関
係
は
、
二

つ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
的
に
は
異
な
る
も
の
の
、
法
定
刑
だ
け
は

重
い
方
で
「
共
に
」「
包
括
し
て
」
評
価
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
法
定
刑

は
重
い
方
に
「
吸
収
さ
れ
る
」
が
、
そ
れ
は
構
成
要
件
の
吸
収
で
は
な

く
、
法
定
刑
の
吸
収
に
す
ぎ
な
い
な
ど
と
し
て
（
5
）、

従
来
は
法
条
競
合
に

お
け
る
吸
収
関
係
と
解
さ
れ
て
き
た
共
罰
的
事
前
・
事
後
行
為
を
む
し

ろ
包
括
一
罪
に
分
類
す
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る
（
6
）。
法
条
競
合
と
吸
収
一

罪
な
い
し
包
括
一
罪
と
を
、
構
成
要
件
の
評
価
の
回
数
に
お
い
て
区
別

す
る
と
い
う
主
張
は
、明
快
で
あ
っ
て
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
吸
収
関
係
を
法
条
競
合
と
す
る
か
包
括
一
罪
と
す

る
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
お
く
と
し
て
、
そ
も
そ
も
監
護

者
性
交
等
罪
が
成
立
し
た
場
合
に
、
児
童
福
祉
法
違
反
の
構
成
要
件
が

法
条
競
合
と
し
て
充
足
さ
れ
な
い
と
解
し
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
判
決
は
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
保
護
法
益
に
、
性
的
自
由
に
加
え

て
「
被
害
者
の
心
身
の
健
全
な
育
成
」
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
両
罪
の

保
護
法
益
の
共
通
性
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
学
説
上
も
、
監
護
者
性
交

等
罪
は
被
監
護
者
の
性
的
自
己
決
定
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
被

監
護
者
の
将
来
に
わ
た
る
人
格
の
発
展
も
併
せ
て
保
護
の
対
象
に
取
り

込
ん
で
い
る
と
し
て
、
監
護
者
性
交
等
罪
と
児
童
福
祉
法
違
反
の
保
護

法
益
は
異
質
で
な
い
か
ら
、
法
定
刑
が
重
い
監
護
者
性
交
等
罪
が
児
童
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福
祉
法
違
反
を
吸
収
す
る
と
解
す
べ
き
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
7
）。

監
護
者
性
交
等
罪
の
保
護
法
益
、
そ
し
て
児
童
福
祉
法
違
反
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
（
性
犯
罪
関
係
）
部
会
第
三
回

に
お
い
て
若
干
な
が
ら
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
は
、
監
護

者
性
交
等
罪
が
児
童
福
祉
法
違
反
と
高
い
親
和
性
を
持
つ
と
の
主
張
も

な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
む
し
ろ
児
童
福

祉
の
問
題
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
被
害
者
が

一
三
歳
未
満
で
あ
っ
た
ら
、強
姦
罪
や
準
強
姦
罪
に
問
え
る
わ
け
で
す
。

…
…
懲
役
一
〇
年
を
超
え
る
よ
う
な
類
型
と
い
う
の
は
、
一
三
歳
未
満

の
子
供
に
対
す
る
加
害
の
事
例
で
ご
ざ
い
ま
す
。
懲
役
一
〇
年
以
下
の

宣
告
刑
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
児
童
福
祉
法
違
反
で
な
ぜ
い

け
な
い
の
か
。
刑
法
犯
と
し
て
別
類
型
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
子
供
の
健
全
な
育
成
の

た
め
に
良
く
な
い
行
為
と
い
う
こ
と
で
、
児
童
福
祉
の
視
点
か
ら
処
罰

を
す
る
と
い
う
こ
と
に
何
の
問
題
が
あ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問

が
あ
り
、
な
お
か
つ
、
児
童
福
祉
の
視
点
で
、
特
に
親
族
に
関
し
て
加

重
す
る
と
い
う
類
型
を
置
く
の
で
は
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
と
い
う
こ
と

も
考
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」（
宮
田
桂
子
委
員
発
言
（
8
））
と
し
て
、
児

童
福
祉
法
違
反
の
法
益
侵
害
を
強
調
す
る
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
同
部
会
で
は
、「
一
八
歳
未
満
の
者
の
健
全
な
育
成
を
保

護
す
る
と
い
う
観
点
で
は
な
く
て
、
飽
く
ま
で
も
被
害
者
の
暇
疵
あ
る

意
思
決
定
に
よ
っ
て
性
的
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
性
犯
罪
と
し
て
刑
法
典
に
規
定
す
る
必
要
が
高
い
と
考
え
る
次
第

で
す
。」（
橋
爪
隆
幹
事
発
言
（
9
））、「

現
在
で
も
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し

て
支
配
的
な
関
係
を
利
用
し
て
性
的
行
為
を
行
え
ば
児
童
福
祉
法
で
処

罰
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
…
…
こ
れ
ま
で
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
行
為
を

処
罰
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
法
律
は
、
刑
法
は
性
的
な

自
由
を
保
護
し
、
青
少
年
の
保
護
は
児
童
福
祉
法
等
の
特
別
法
で
行
う

と
い
う
よ
う
な
役
割
分
担
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
今
回
、
…
…
設

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
強
姦
罪
や
準
強
姦
罪
等
と
同
じ
よ
う
に
性

的
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
と
し
て
刑
法
に
規
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
」

（
佐
伯
仁
志
委
員
発
言
（
10
））
な
ど
と
し
て
、
監
護
者
性
交
等
罪
と
児
童
福
祉

法
が
保
護
法
益
に
お
い
て
棲
み
分
け
さ
れ
て
い
る
旨
の
見
解
が
支
配
的

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
橋
爪
教
授
（
幹
事
）
は
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
保

護
法
益
は
性
的
自
由
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
は
、
青
少
年

の
健
全
育
成
そ
れ
自
体
を
保
護
法
益
と
し
て
な
い
か
ら
、
本
罪
と
児
童

福
祉
法
違
反
の
罪
数
関
係
は
観
念
的
競
合
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る

と
も
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
11
）。

以
上
か
ら
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
保
護
法
益
は
性
的
自
由
、
性
的
自

己
決
定
権
に
限
ら
れ
、
児
童
の
健
全
な
育
成
を
含
ま
ず
、
従
っ
て
児
童
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福
祉
法
違
反
と
の
罪
数
関
係
も
観
念
的
競
合
と
な
る
と
す
る
の
が
、
立

法
者
の
意
図
で
あ
っ
た
と
概
ね
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
者
の
意
図

が
必
ず
し
も
法
解
釈
を
絶
対
的
、
永
続
的
に
拘
束
す
る
わ
け
で
は
な
い

と
は
い
え
、
本
判
決
が
法
改
正
か
ら
わ
ず
か
五
か
月
で
立
法
者
の
意
図

と
明
ら
か
に
乖
離
し
た
解
釈
を
採
用
し
、
し
か
も
下
級
審
判
例
と
は
い

え
前
例
に
当
た
る
福
岡
地
久
留
米
支
判
平
成
二
九
年
一
月
二
四
日
と
全

く
異
な
る
結
論
に
至
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
を
す
べ

き
で
な
か
っ
た
か
と
の
疑
問
も
残
る
。
監
護
者
性
交
罪
の
科
刑
は
懲
役

五
〜
二
〇
年
、
児
童
福
祉
法
違
反
（
第
三
四
条
第
一
項
六
号
、
第
六
〇

条
第
一
項
）
の
科
刑
は
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の

罰
金
で
あ
る
か
ら
、
両
罪
の
罪
数
を
観
念
的
競
合
と
法
条
競
合
の
い
ず

れ
と
解
し
た
と
し
て
も
、
上
限
が
懲
役
二
〇
年
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

り
な
く
、
観
念
的
競
合
を
選
択
し
た
う
え
で
量
刑
を
懲
役
七
年
と
し
た

と
し
て
も
、
格
別
の
不
合
理
は
な
か
っ
た
。

思
う
に
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
科
刑
は
「
第
百
七
十
七
条
の
例
に
よ

る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
強
制
性
交
等
罪
と
同
一
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
監
護
者
性
交
等
罪
の
保
護
法
益
に
の
み
「
被
害
者
の
心

身
の
健
全
な
育
成
」
が
追
加
さ
れ
た
と
解
し
た
な
ら
ば
、
監
護
者
性
交

等
罪
に
お
け
る
性
的
自
由
の
保
護
は
強
制
性
交
等
罪
よ
り
軽
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
監
護
者
性
交
等
罪
は
、
監
護
者
と
し
て
の
「
影
響
力
が
あ

る
こ
と
に
乗
じ
」
る
行
為
を
手
段
と
し
て
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

強
制
性
交
等
罪
の
手
段
で
あ
る
暴
行
・
脅
迫
と
同
様
に
、
被
害
者
の
抵

抗
を
困
難
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
監
護
者
性
交
等
罪
に
お
け
る
手
段
行

為
が
、
強
制
性
交
等
罪
よ
り
若
干
緩
和
さ
れ
て
い
る
の
は
、
性
的
自
由

へ
の
保
護
を
割
い
て
「
被
害
者
の
心
身
の
健
全
な
育
成
」
を
保
護
し
よ

う
と
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
家
庭
内
と
い
う
密
室
に
お
け
る

性
的
虐
待
が
、
第
一
七
七
条
の
罪
す
な
わ
ち
強
制
性
交
等
罪
に
該
当
す

る
こ
と
を
容
易
に
認
定
す
る
た
め
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
一
三
歳
未
満
の
娘
に
対
し
、
監
護
者
と
し
て
の
「
影
響
力
が

あ
る
こ
と
に
乗
じ
」
ず
に
、
同
意
を
得
て
性
交
し
た
場
合
に
は
、
監
護

者
性
交
等
罪
で
は
な
く
強
制
性
交
等
罪
（
第
一
七
七
条
後
段
）
が
適
用

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
、
行
為
者
が
監
護
者
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

「
被
害
者
の
心
身
の
健
全
な
育
成
」
を
第
一
七
七
条
後
段
の
罪
に
敢
え

て
追
加
す
る
こ
と
は
、
行
為
者
の
性
質
に
よ
っ
て
同
一
構
成
要
件
に
つ

い
て
保
護
法
益
さ
ら
に
は
罪
数
の
大
幅
な
変
化
を
認
め
る
こ
と
と
な
り

妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。

以
上
か
ら
、私
見
と
し
て
は
、監
護
者
性
交
等
罪
の
保
護
法
益
に「
被

害
者
の
心
身
の
健
全
な
育
成
」
を
含
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
児
童
福
祉

法
違
反
と
の
罪
数
関
係
は
法
条
競
合
で
は
な
く
観
念
的
競
合
と
す
べ
き
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で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

二

第
二
は
、
第
一
行
為
に
よ
る
罪
と
第
二
行
為
に
よ
る
罪
の
罪
数
関

係
を
併
合
罪
と
す
る
か
包
括
一
罪
と
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

同
じ
構
成
要
件
に
該
当
す
る
数
個
の
行
為
を
、
繰
り
返
し
て
同
一
の

客
体
に
対
し
て
実
行
し
同
じ
法
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
、
数
個
の
犯
罪

の
罪
数
関
係
が
包
括
一
罪
と
併
合
罪
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
は
、
数

個
の
行
為
相
互
の
密
着
性
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

数
個
の
行
為
を
時
間
的
・
場
所
的
に
密
着
し
て
行
っ
た
場
合
は
、
包

括
一
罪
の
ひ
と
つ
で
あ
る
接
続
犯
に
分
類
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
最
判
昭

和
二
四
年
七
月
二
三
日
刑
集
三
巻
八
号
一
三
七
三
頁
は
、
同
じ
倉
庫
か

ら
二
時
間
に
三
回
、
米
俵
三
俵
ず
つ
計
九
俵
を
窃
取
し
た
場
合
に
は
一

個
の
窃
盗
罪
が
成
立
し
、
数
回
に
わ
た
り
業
務
上
保
管
中
の
金
銭
を
横

領
し
た
場
合
に
は
一
個
の
業
務
上
横
領
罪
が
成
立
す
る
と
す
る
。

一
方
、
数
個
の
行
為
を
、
時
間
的
・
場
所
的
に
密
着
し
て
い
な
い
も

の
の
一
定
の
範
囲
で
連
続
し
て
行
っ
た
場
合
は
、
包
括
一
罪
の
ひ
と
つ

で
あ
る
連
続
犯
（
連
続
一
罪
）
に
分
類
さ
れ
る
。
昭
和
二
二
年
の
刑
法

改
正
以
前
に
は
、
連
続
犯
は
第
五
五
条
に
お
い
て
科
刑
上
一
罪
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
よ
り
警
察
官
等
の
捜
査

権
が
制
限
さ
れ
、
連
続
犯
の
全
部
を
発
見
し
て
起
訴
し
科
刑
上
一
罪
と

し
て
処
断
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
第
五
五
条
は
削
除
さ
れ

た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
判
例
は
、
連
続
犯
の
概
念
を
包
括
一
罪
の

一
類
型
と
し
て
再
構
築
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
麻
薬
施

用
者
と
し
て
の
免
許
を
受
け
て
い
る
医
師
が
、
複
数
回
、
麻
薬
中
毒
患

者
に
モ
ル
ヒ
ネ
を
注
射
な
い
し
交
付
し
て
麻
薬
取
締
法
に
違
反
し
た
事

案
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
三
一
年
八
月
三
日
刑
集
一
〇
巻
八
号
一
二
〇

二
頁
、
最
判
昭
和
三
二
年
七
月
二
三
日
刑
集
一
一
巻
七
号
二
〇
一
八
頁

は
い
ず
れ
も
、
複
数
の
麻
薬
取
締
法
違
反
が
併
合
罪
で
は
な
く
包
括
一

罪
と
な
る
と
す
る
。
児
童
福
祉
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
見
る
と
、
名
古

屋
高
判
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
二
日
高
刑
速
平
成
二
六
年
一
四
九
頁

は
、
被
告
人
が
事
実
上
の
親
戚
付
き
合
い
を
し
て
い
た
元
妻
の
姪
に
対

し
、被
告
人
の
要
求
を
断
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
の
に
乗
じ
て
、

約
三
か
月
間
に
三
回
に
わ
た
り
性
交
し
た
事
案
に
つ
い
て
、「
ま
さ
に

被
害
者
に
対
し
、
一
定
の
支
配
関
係
を
形
成
し
て
こ
れ
を
継
続
的
に
利

用
し
た
状
態
で
、
同
一
意
思
の
下
に
行
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
を
妨
げ

な
い
」
と
し
て
、
三
個
の
児
童
福
祉
法
違
反
が
包
括
一
罪
と
な
る
と
す

る
。
こ
れ
は
、
包
括
一
罪
の
ひ
と
つ
、
連
続
犯
に
該
当
す
る
と
解
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
本
判
決
は
、
七
月
一
七
日
の
第
一
行
為
、
同
月
二
〇
日
の
第

二
行
為
と
、
二
個
の
行
為
の
間
の
時
間
的
・
場
所
的
密
着
（
近
接
）
性
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な
い
し
連
続
性
は
一
見
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

第
一
行
為
と
第
二
行
為
の
間
に
被
告
人
及
び
被
害
者
が
そ
れ
ぞ
れ
通

勤
、
通
学
を
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
こ
れ
が
密
着
性
を
否
定
す
る
事
実

の
介
在
と
認
定
さ
れ
、
何
よ
り
も
「
二
日
半
後
に
は
被
告
人
は
犯
意
を

生
じ
て
第
二
行
為
を
開
始
し
た
」
と
認
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
第
二
行
為

が
第
一
行
為
と
異
な
る
新
た
な
犯
意
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
接

続
犯
と
す
る
た
め
の
密
着
性
、
連
続
犯
と
す
る
た
め
の
連
続
犯
が
否
定

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
新
た
な
犯
意
に
基
づ
く
点
は
決
定

的
で
、
併
合
罪
と
し
た
本
判
決
の
判
断
は
支
持
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

三

第
三
は
量
刑
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
平
成
二
九
年
七
月
に
新
設
・

施
行
さ
れ
た
監
護
者
性
交
等
罪
の
ほ
ぼ
初
の
下
級
審
判
決
で
あ
っ
て
、

以
後
の
量
刑
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

る
。比

較
す
べ
き
事
案
と
し
て
、
上
掲
福
岡
地
久
留
米
支
判
平
成
二
九
年

一
月
二
四
日
は
、
被
害
者
に
対
す
る
日
常
的
な
虐
待
を
伴
い
、
強
姦
罪
、

児
童
福
祉
法
違
反
に
加
え
て
金
魚
の
死
骸
を
食
べ
さ
せ
る
な
ど
の
強
要

罪
二
個
、
暴
行
罪
四
個
、
逮
捕
監
禁
致
傷
罪
一
個
が
成
立
す
る
と
さ
れ

た
事
案
に
つ
い
て
、
求
刑
懲
役
一
四
年
に
対
し
懲
役
一
〇
年
と
し
た
。

こ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
本
件
事
案
は
公
平
の
観
念
か
ら
よ
り
軽
く
処
罰
す

べ
き
で
、七
年
の
量
刑
も
妥
当
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

性
犯
罪
の
重
罰
化
が
叫
ば
れ
て
そ
れ
に
沿
っ
た
法
改
正
も
成
っ
た
今
日

で
は
、
法
改
正
以
前
と
比
べ
て
よ
り
重
い
量
刑
が
選
択
さ
れ
て
当
然
で

あ
る
か
ら
、
一
〇
年
と
は
言
わ
ず
と
も
も
う
少
し
重
い
量
刑
を
選
択
す

る
余
地
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
監
護
者
性
交
等
罪

の
量
刑
の
検
討
は
、
今
後
の
判
例
の
蓄
積
に
よ
る
量
刑
相
場
の
形
成
を

待
ち
た
い
。

（
1
）
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
一
四
頁
。

（
2
）
小
野
清
一
郎
『
刑
法
講
義
総
論
』（
新
訂
増
補
・
一
九
五
〇
年
）
二
六

五
頁
。

（
3
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
四
三
七
頁
。

（
4
）
団
藤
四
四
五
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）

四
一
三
頁
（
た
だ
し
四
一
四
頁
で
は
包
括
一
罪
に
分
類
し
て
い
る
）。

（
5
）
平
野
龍
一
「
包
括
一
罪
に
つ
い
て
の
若
干
の
コ
メ
ン
ト
」
同
『
刑
事

法
研
究
最
終
巻
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
。

（
6
）
平
野
『
刑
事
法
研
究
最
終
巻
』
二
一
頁
、
内
田
文
昭
『
刑
法
Ⅰ
総
論
』

（
改
訂
補
正
版
・
一
九
九
七
年
）
三
四
六
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』

（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
二
年
）
四
七
八
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講

義
』（
第
六
版
・
二
〇
一
五
年
）
三
九
二
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』（
第

三
版
・
二
〇
一
六
年
）
四
〇
〇
頁
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
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二
〇
一
一
年
）
二
七
八
頁
。

（
7
）
樋
口
亮
介
「
性
犯
罪
規
定
の
改
正
」
法
律
時
報
八
九
巻
一
一
号
（
二

〇
一
七
年
）
一
一
八
頁
。

（
8
）
法
制
審
議
会
刑
事
法
（
性
犯
罪
関
係
）
部
会
第
三
回
会
議
（
平
成
二

七
年
一
二
月
一
六
日
開
催
）
議
事
録
七
頁
。

（
9
）
法
制
審
議
会
議
事
録
八
頁
。

（
10
）
法
制
審
議
会
議
事
録
一
八
頁
。

（
11
）
橋
爪
隆
「
性
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
改
正
に
つ
い
て
」
法
律

の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
七
年
一
一
月
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
一
頁
。
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